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１  趣旨 

  災害時における死者・行方不明者の氏名等の公表については、いわゆる国民の「知る

権利」に応えることなど、一定の公益性が認められることから、公表の基準を満たす場

合、県は市町村等から報告を受けた死者・行方不明者の氏名等を公表する。 

  なお、公表に当たっては、家族等の心情等に配慮し、家族等の同意を要件とします。 

 

２  対象事象 

県内において発生した災害により、死者・行方不明者が発生した場合i 

 

３  用語の定義 

(1) 死    者：災害が原因で死亡した者（災害関連死を含む）  

(2)  行方不明者：災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者 

 

４  公表する情報 

氏名、住所（市町村の大字まで）、年齢、被災状況 

 

５  公表方法 

報道機関へ情報提供するとともに、県ホームページに掲載する。 

  

６  死者・行方不明者の公表の基準 

  以下のいずれにも該当する場合に、氏名等を公表する。 

(1) 市町村において、住民基本台帳の閲覧制限がないこと。ii 

(2) 氏名等を公表することについて、家族等の同意があること。iii 

 

【基準表】 

区分 ① 住民基本台帳の閲覧制限 ② 家族等の同意 公表・非公表 

死者 
なし 

〇 公表 

× 非公表 

あり  非公表 

行方 

不明者 

なし 
〇 公表 

× 非公表 

あり  非公表 

 

７  公表に係る役割分担 

(1)  県    

ア 市町村への情報提供 

警察から報告を受けた死者・行方不明者の情報を市町村に提供する。 

イ 死者・行方不明者の情報集約 

市町村から報告を受けた死者・行方不明者の名簿を集約する。 

ウ 氏名等公表 

    市町村から報告を受けた死者・行方不明者の情報について、住民基本台帳に閲覧



 
 

制限がなく、家族の同意がある方のみ、死者名簿（様式 2-3）及び行方不明者名簿(様

式 3-3)により、報道機関へ情報提供するとともに県ホームページに掲載する。 

エ 公表内容に係る報道対応 

  報道機関からの問い合わせに対応する。 

(2)  市町村 

ア 市町村における死者・行方不明者等に関する情報収集 

    県及び消防等から情報を収集する。 

  イ 死者・行方不明者名簿の作成 

災害死亡認定した死者について死者名簿、安否不明者から切り替えられた行方不明者 

について行方不明者名簿を作成する。（以下「名簿」という。）iv 

ウ 死者・行方不明者の住民基本台帳の閲覧制限の確認 

住民基本台帳担当課から、死者・行方不明者の住民基本台帳閲覧制限について確 

認を受け、名簿の「住基台帳閲覧制限」項目に有り・無し・未確認を記載する。 

エ 死者・行方不明者の家族等からの氏名等公表に係る同意の確認 

名簿作成にあたっては、死者・行方不明者の家族等の代表者１名から同意を取得 

するものとし、名簿の「家族の同意」項目に同意・不同意・未確認を記載する。 

 また、安否不明者から行方不明者に切り替えを行う場合も、同様に家族等からの 

同意を確認する。 

オ 県への報告 

  死者名簿（様式 2-1）及び行方不明者名簿（様式 3-1）を県に送付する。 

(3)  警察本部 

ア 死者情報（様式 2-2）及び行方不明者情報（様式 3-2）を県に提供する。 

イ 死者の検視及び身元確認 

 

８ その他 

(1)  本方針は，市町村が独自に公表することを妨げるものではない。 

(2)  本方針を災害時における死者・行方不明者の氏名等公表の基本とするが、方針にな 

い事象が発生した場合には、県・市町村・警察等が連携して対応を協議すること。 

i 雪害については、雪崩による被害のみを原則として対象とする。 
ii DV・ストーカー・児童虐待等の被害者を保護するため、本人または家族の住民基本台帳に閲覧制限
がかかっている場合は公表しない。 
iii 家族等とは「平成 31 年 3 月 29 日付け警察庁丁捜一発第 55 号『遺族等に対する死因その他参考とな
るべき事項の説明について（通達）』1 遺族等の範囲」を準用し、配偶者・二親等以内の血族（子、父
母、孫、祖父母及び兄弟姉妹）及び同居の親族とする。 

ただし、個別の状況により、代表者以外に確認すべき家族等（事実婚、婚姻関係にない同居人等を
含む）がいる場合は、市町村の判断により、必要に応じて同意を取得する。 
iv 安否不明者の氏名等公表後、寄せられる情報が落ち着く、概ね 1 週間が経過したとき、切り替え作
業を行う。 

                                                      



市町村 県（災害対策本部統括調整グループ
（情報分析担当）※）

警察本部

警察へ、死者情報の提供を依頼する。 警察署・病院・遺体安置所における検視によ
る死者情報を集約する。

県から市町村災害対策本部への死者情報を提供する。 県への死者情報を提供する。

住民基本台帳担当課から、「死者名簿」記載者の
住民基本台帳閲覧制限について確認を受け、死者
名簿の「住基台帳閲覧制限」項目に有り・無し・
未確認を記載する。

氏名等公表県へ「死者名簿」を送付する

死者氏名等公表フローチャート

死者名簿に記載された方の家族等から、死者の氏
名等公表についての同意を確認し、死者名簿の
「家族の同意」項目に、同意・不同意・未確認を
記載する。

市町村が把握した死者情報に、県から提供を受け
た、警察が把握した死者情報等を付加し、市町村
が災害死亡認定した死者について「死者名簿」を
作成する。

死者

※ 県において災害対策本部が設置されていない場合は、危機対策課災害対策係を県の窓口とする。



市町村 県（災害対策本部統括調整グループ
（情報分析担当）※）

警察本部

行方不明者氏名等公表フローチャート

氏名等公表県へ「安否不明者名簿」を送付する。

「安否不明者名簿」に記載された者を「行方不明者名
簿」に転記し、安否不明者から行方不明者への切り替
えを行う。

氏名等公表県へ「行方不明者名簿」を送付する。

行方不明者名簿に記載された方の家族等から、行方不
明者の氏名等公表についての同意を確認し、行方不明
者名簿の「家族の同意」項目に、同意・不同意・未確
認を記載する。

安否不明者の氏名公表から概ね１週間経過
※ 安否不明者の氏名公表後、寄せられる情報が落ち着いたころ

安否不明者名をホームページから削除し、報道
機関に安否不明者から行方不明者に切り替える
旨の周知を図る。

安否不明者から行方不明者に切り替えた後、新たに行
方不明者が判明した場合は、住民基本台帳担当課から、
当該行方不明者の住民基本台帳閲覧制限について確認
を受け、行方不明者名簿の「住基台帳閲覧制限」項目
に有り・無し・未確認を記載する。

県は、市町村から受けた報告内容に基づき、随
時、公表情報の更新を行う。

情報共有

行方不明者の生存が確認された場合、または死亡が確
認された場合は、行方不明者名簿から削除し、県に、
随時、更新情報を報告する。

※ 県において災害対策本部が設置されていない場合は、危機対策課災害対策係を県の窓口とする。

安否不明者

行方不明者


